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地方税法、同法施行令、同法施行規則の施行等について（通知）

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する

法律（平成２３年法律第９６号）、地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２３年

政令第２５８号）及び地方税法施行規則及び普通交付税に関する省令の一部を改正する

省令（平成２３年総務省令第１１８号）は平成２３年８月１２日にそれぞれ公布され、

同日から施行されることとされたので、次の事項に留意の上、適切に運用されるようお

願いいたします。

また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようよろしくお願いします。



Ⅰ 地方税法の改正に関する事項

第１ 道府県税の改正に関する事項

１ 不動産取得税

(1) 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域

設定指示区域内に所在した家屋（以下「対象区域内家屋」という。）の同日にお

ける所有者等が、当該家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋（以下「代替

家屋」という。）の取得をした場合において、当該取得が同日から当該警戒区域

設定指示が解除された日から起算して３月（代替家屋が同日後に新築されたもの

であるときは、１年）を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該

代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合を乗じて得た額を

価格から控除する課税標準の特例措置を講ずることとした（法附則５１③）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内家屋の所有者、当該所

有者が個人である場合におけるその相続人、当該所有者が個人である場合におけ

るその者と同居するその者の三親等内の親族及び当該所有者が法人である場合に

おける合併法人等とすることとした（令附則３１③）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内家屋及び代替家屋に関

する事項等を記載した書類及び当該対象区域内家屋を警戒区域設定指示が行われ

た日において警戒区域設定指示区域内に所有していたことを証する書類等を道府

県知事に提出しなければならないこととした（令附則３１⑤、則附則２２の２）

。

(2) 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域

設定指示区域内に所在した家屋の敷地の用に供されていた土地（以下「対象土地

」という。）の同日における所有者等が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当

該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合において、

当該取得が同日から当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して３月を経

過するまでの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の敷地の用に供する

土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合を乗じて得た額を価格から控除す

る課税標準の特例措置を講ずることとした（法附則５１④）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象土地の所有者、当該所有者が

個人である場合におけるその相続人、当該所有者の三親等内の親族で、当該取得

された土地の上にある代替家屋に当該所有者と同居する者又は当該土地の上に新

築される代替家屋に当該所有者と同居する予定であると認められる者及び当該所

有者が法人である場合における合併法人等とすることとした（令附則３１④）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象土地及び代替家屋の敷地の用

に供する土地に関する事項等を記載した書類等を道府県知事に提出しなければな



らないこととした（令附則３１⑤、則附則２２の２）。

２ 自動車取得税

(1) 次に掲げる自動車（以下「対象区域内用途廃止等自動車」という。）の警戒区

域設定指示が行われた日における所有者等が、対象区域内用途廃止等自動車に代

わるものと道府県知事が認める自動車（以下「代替自動車」という。）を取得し

た場合において、当該取得が同日から平成２６年３月３１日までの間に行われた

ときに限り、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することがで

きないものとする特例措置を講ずることとした（法附則５２②）。

(ｱ) 警戒区域設定指示が行われた日から継続して警戒区域設定指示区域内にあ

った自動車で、当該警戒区域設定指示区域内にある間に用途を廃止したもの

(ｲ) 警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示が解除された日

までの間継続して警戒区域設定指示区域内にあった自動車で、同日から２月

以内に用途を廃止し又は引取業者に引き渡したもの等

(ｳ) 警戒区域設定指示が行われた日から警戒区域設定指示区域の外に移動させ

た日までの間継続して当該警戒区域設定指示区域内にあった自動車で、同日

から２月以内に用途を廃止し又は引取業者に引き渡したもの等

また、当該特例措置について、対象区域内用途廃止等自動車に該当することと

なる自動車の要件を用途の廃止又は解体を事由として永久抹消登録等がされたも

のとすることとした（令附則３２②）。

当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内用途廃止等自動車の警戒区域

設定指示が行われた日における所有者、当該所有者が個人である場合におけるそ

の相続人、当該所有者が法人である場合における合併法人等とすることとした（

令附則３２③）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内用途廃止等自動車及び

特例を受けようとする自動車に関する事項等を記載した書類及び警戒区域設定指

示区域内の自動車（以下「対象区域内自動車」という。）が対象区域内用途廃止

等自動車に該当することとなったことを証する書類等を道府県知事に提出しなけ

ればならないこととした（令附則３２⑤、則附則２３②）。

(2) 対象区域内自動車の警戒区域設定指示が行われた日における所有者等が対象区

域内自動車以外の自動車（以下「他の自動車」という。）を取得した場合におい

て、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止

等自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用

途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取

得が同日から平成２６年３月３１日までの間に行われたときに限り、当該他の自

動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除

し、又は当該徴収金を還付する特例措置を講ずることとした（法附則５２③～⑥

）。



また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内用途廃止等自動車に該

当することとなった対象区域内自動車の警戒区域設定指示が行われた日における

所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人、当該所有者が法人で

ある場合における合併法人等とすることとした（令附則３２④）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内用途廃止等自動車に該

当することとなった対象区域内自動車及び特例を受けようとする自動車に関する

事項等を記載した書類及び対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該

当することとなったことを証する書類等を道府県知事に提出しなければならない

こととした（令附則３２⑤、則附則２３②）。

３ 自動車税

(1) 平成２３年度から平成２５年度までの各年度分の自動車税に限り、対象区域内

用途廃止等自動車の警戒区域設定指示が行われた日における所有者等が、同日か

ら平成２６年３月３１日までの間に対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと

道府県知事が認める自動車を取得した場合における当該取得された自動車に対し

ては、自動車税を課することができないものとする特例措置を講ずることとした

（法附則５４②）。

(2) 対象区域内自動車の警戒区域設定指示が行われた日における所有者等が２の(2)

の適用を受けることとなった場合においては、当該所有者等が取得した他の自動

車に対する平成２３年度から平成２５年度までの各年度分の自動車税に係る地方

団体の徴収金に係る納税義務を免除し、又は当該徴収金を還付する特例措置を講

ずることとした（法附則５４③～⑥）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内用途廃止等自動車及び

特例を受けようとする自動車に関する事項等を記載した書類及び２の(2)の特例

の適用を受けたことを証する書類等を道府県知事に提出しなければならないこと

とした（令附則３２の２①、則附則２３の２①）。

(3) 対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなった場合

には、当該対象区域内自動車は、警戒区域設定指示が行われた日以後自動車税の

課税客体である自動車でなかったものとみなす特例措置を講ずることとした（法

附則５４⑦）。

また、当該特例の適用に関し、対象区域内用途廃止等自動車に関する事項等を

記載した書類及び当該対象区域内用途廃止等自動車の登録事項等証明書等を当該

対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなった対象区域内自動車の主たる

定置場所在の道府県知事に提出しなければならないこととした（令附則３２の２

②、則附則２３の２②）。

第２ 市町村税の改正に関する事項



１ 固定資産税及び都市計画税

(1) 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所

の事故に関して内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が平成２４年３月３１

日までに市町村長又は都道府県知事に対して行った警戒区域設定指示、住民に

対し避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急時の避難のための立退

き若しくは屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の

行為を行うことの指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実

施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該

区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して固定資産税又は都市計

画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域について、

市町村の長は、当該区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に

届け出なければならないものとし、市町村は、当該公示された区域内に所在す

る土地及び当該区域内に平成２３年度に係る賦課期日において所在した家屋に

対しては、第３４２条又は第７０２条第１項の規定にかかわらず、平成２３年

度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする特例措置を講ずること

とした（法附則５５の２）。

(2) 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区

域設定指示区域内に所在した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成２３年

度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けた

もの（以下「対象区域内住宅用地」という。）の所有者等が、当該警戒区域設

定指示が解除された日から起算して３月を経過する日までの間に、当該対象区

域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地を取得した場合における当

該取得された土地で新たに固定資産税及び都市計画税が課されることとなった

年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用

に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税及び

都市計画税については、当該取得された土地のうち対象区域内住宅用地に相当

する土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適

用することとした（法附則５６⑬）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内住宅用地の所有者、

当該所有者が個人である場合におけるその相続人、当該所有者の三親等内の親

族で、当該取得された土地の上に新築される家屋に当該所有者と同居する予定

であると認められる者及び当該所有者が法人である場合における合併法人等と

するほか、特例措置の適用を受ける土地のうち対象区域内住宅用地に相当する

土地の範囲及び当該特例措置の適用を受ける土地のうち小規模住宅用地の特例

措置の対象となる範囲について所要の規定の整備を行うこととした（令附則３

３⑳～○）。22

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内住宅用地及び特例を

受けようとする土地に関する事項等を記載した書類及び当該対象区域内住宅用



地を警戒区域設定指示が行われた日において警戒区域設定指示区域内に所有し

ていたことを証する書類等を市町村長に提出しなければならないこととした（

令附則３３○、則附則２４⑫）。29

(3) 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区

域設定指示区域内に所在した家屋（以下「対象区域内家屋」という。）の所有

者等が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を、当該警

戒区域設定指示が解除された日から起算して３月（当該対象区域内家屋に代わ

るものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、１年

）を経過する日までの間に取得した場合における当該家屋に対して課する固定

資産税及び都市計画税について、特例の適用を受ける部分に係る税額を最初の

４年度分２分の１、その後の２年度分３分の１を減額する特例措置を講ずるこ

ととした（法附則５６⑭）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内家屋の所有者、当該

所有者が個人である場合におけるその相続人、当該所有者が個人である場合に

おけるその者と同居するその者の三親等内の親族及び当該所有者が法人である

場合における合併法人等とするほか、減額措置の対象となる家屋の床面積の算

定方法等について所要の規定の整備を行うこととした（令附則３３○～○、則23 25

附則２４⑪）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内家屋及び特例を受け

ようとする家屋に関する事項等を記載した書類及び当該対象区域内家屋を警戒

区域設定指示が行われた日において警戒区域設定指示区域内に所有していたこ

とを証する書類等を市町村長に提出しなければならないこととした（令附則３

３○、則附則２４⑫）。29

(4) 警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区

域設定指示区域内に所在した償却資産（以下「対象区域内償却資産」という。

）の所有者等が、一定の区域内に当該警戒区域設定指示が解除された日から起

算して３月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと

市町村長が認める償却資産を取得した場合における当該償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準を４年度分その価格の２分の１の額とする特例措置を

講ずることとした（法附則５６⑮）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内償却資産の所有者、

当該対象区域内償却資産が地方税法の規定により共有物とみなされたものであ

る場合における買主、当該所有者が個人である場合におけるその相続人及び当

該所有者が法人である場合における合併法人等とするほか、特例措置の適用を

26 28受ける部分等について所要の規定の整備を行うこととした（令附則３３○～○

）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内償却資産及び特例を

受けようとする償却資産に関する事項等を記載した書類及び当該対象区域内償



却資産を警戒区域設定指示が行われた日において警戒区域設定指示区域内に所

有していたことを約する書類等を市町村長に提出しなければならないこととし

た（令附則３３○、則附則２４⑫）。29

２ 軽自動車税

(1) 平成２３年度から平成２５年度までの各年度分の軽自動車税に限り、対象区

域内用途廃止等軽自動車等に係る警戒区域設定指示が行われた日における所有

者等が、同日から平成２５年４月１日までの間に対象区域内用途廃止等軽自動

車等に代わるものと市町村長が認める軽自動車等を取得した場合における当該

取得された軽自動車等に対しては、軽自動車税を課することができないものと

する特例措置を講ずることとした（法附則５７④⑥⑧）。

また、当該特例措置について、対象区域内用途廃止等軽自動車等に該当する

こととなる軽自動車等の要件を地方税法第４４７条第１項の規定により用途を

廃止し又は解体した旨の申告書又は報告書が提出等されたものとすることとし

た（令附則３２②、３４③⑥）。

当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内用途廃止等軽自動車等の警

戒区域設定指示が行われた日における所有者、当該所有者が個人である場合に

おけるその相続人、当該所有者が法人である場合における合併法人等とするこ

ととした（令附則３２③、３４④⑦）。

当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内用途廃止等軽自動車

等及び特例を受けようとする軽自動車等に関する事項等を記載した書類及び対

象区域内軽自動車等が対象区域内用途廃止等軽自動車等に該当することとなっ

たことを証する書類等を市町村長に提出しなければならないこととした（令附

則３４⑨、規則附則２５④⑤⑥）。

(2) 対象区域内軽自動車等の警戒区域設定指示が行われた日における所有者等が

対象区域内軽自動車等以外の軽自動車等（以下「他の軽自動車等」という。）

を取得した場合において、当該他の軽自動車等の取得をした後に、対象区域内

軽自動車等が対象区域内用途廃止等軽自動車等に該当することとなり、かつ、

当該取得した他の軽自動車等を対象区域内用途廃止等軽自動車等に代わるもの

と市町村長が認めるときは、当該他の軽自動車等に対する平成２３年度から平

成２５年度までの各年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る納税義

務を免除し、又は還付する特例措置を講ずることとした（法附則５７⑤⑦⑨～

⑫）。

また、当該特例措置の対象となる者の範囲を対象区域内用途廃止等軽自動車

等に該当することとなった対象区域内軽自動車等の警戒区域設定指示が行われ

た日における所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人、当該

所有者が法人である場合における合併法人等とすることとした（令附則３２④

、３４⑤⑧）。



当該特例の適用を受けようとする場合には、対象区域内用途廃止等軽自動車

等に該当することとなった対象区域内軽自動車等及び特例を受けようとする軽

自動車等に関する事項等を記載した書類及び対象区域内軽自動車等が対象区域

内用途廃止等軽自動車等に該当することとなったことを証する書類等を市町村

長に提出しなければならないこととした（令附則３４⑨、則附則２５④⑤⑥）。

(3) 対象区域内軽自動車等が対象区域内用途廃止等軽自動車等に該当することと

なった場合には、当該対象区域内軽自動車等は、警戒区域設定指示が行われた

日以後軽自動車税の課税客体である軽自動車等でなかったものとみなす特例措

置を講ずることとした（法附則５７⑬）。

また、当該特例の適用に関し、対象区域内用途廃止等軽自動車等に関する事

項等を記載した書類及び対象区域内軽自動車等が対象区域内用途廃止等軽自動

車等に該当することとなったことを証する書類等を当該対象区域内用途廃止等

軽自動車等に該当することとなった対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在

の市町村長に提出しなければならないこととした（令附則３４⑩、則附則２５

⑦⑧⑨）。

第三 その他

第１の１から３まで並びに第２の１（(1)を除く。）及び２については、平成２３

年４月２１日における警戒区域設定指示区域であって同年３月１２日において内閣総

理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った住民に

対し避難のための立退きを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示の

対象区域であった区域を、同年３月１１日から警戒区域設定指示区域であったものと

みなして、新法の規定を適用することとした。

Ⅱ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正に関す

る事項

１ 平成２３年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に

対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額を埋めるため、地方債

を起こすことができるものとし、当該起こすことができることとされた地方債の元

利償還金に相当する額を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する

ものとすることとした（特別財政援助法９）。

２ 平成２３年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に

対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定め

る額の１００分の７５の額を加算する特例を設けることとした（特別財政援助法１

０）。



（備考）この通知においては、次のとおり略称を用いているので、留意願います。

「法」：地方税法（昭和25年法律第226号）

「令」：地方税法施行令（昭和25年政令245号）

「則」：地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）

「特別財政援助法」：東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律（平成23年法律第40号）


